
本日は、お忙しいところ、またお足元の悪い中、環境省主催の当セミナーにお越
しいただきまして誠にありがとうございます。

私は、環境省環境保健部環境安全課の加藤と申します。私の方からは後半の最初
ということで、環境省における化学物質の内分泌かく乱作用に関する現在の状況
について御報告させていただきたいと思います。
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環境省での取組につきましては、EXTEND2010という枠組みの中で検討させていただいてお
ります。

このEXTEND2010の特徴といたしましては、まず、国がプログラムを作っているのはもちろ

んなんですが、それに加えて、実際の試験も国がやっているというところにございます。諸外
国をみますと、意外と国がこういうふうに一つ一つの化学物質を試験しているケースはあまり
なく、実際試験をやるところは企業であったりということが多いという話を聞いております。

そういった特徴があるのですが、 EXTEND2010は、それまで５年間行われていた
ExTEND2005という枠組みを踏襲しつつ改良を行い、平成22年７月から現在の形で運用して

おります。これは５年間程度を見据えたプログラムとして構築しておりますので、実はちょう
ど本年は2015年ということで、そろそろ新たなプログラムを見直さなければいけないかなと
いう時期に差しかかっているところでございます。

このEXTEND2010は、化学物質の内分泌かく乱作用に伴う環境リスクを適切に評価し、必要

に応じて管理していくいことが目標ということですので、ハザードか、リスクかという問題の
中で言いますと、リスクを評価するという方向に沿って行われているものでございます。

そして実際に評価をしていかなければいけないということから、評価手法の確立と評価の実施
を加速化するということを最も大きな主眼に置いております。

そして、環境省ということで、生態影響に関する検討を優先的に行っております。ヒト健康に
ついては主に厚生労働省のほうでご検討いただいておりまして、環境省のやっているプログラ
ムでは、まず生態影響、特に水生生物を中心に検討させていただいております。

また、EXTEND2010のもう一つの柱としては、国際的な連携を一層強化ということを挙げさ
せていただいております。
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こちらがEXTEND2010の概念図でございまして、これはよく出てくるスライド

ではございますが、環境省ではこの７つの大きな枠組みに沿って検討を行ってお
ります。

先ほど申しましたとおり、まず、リスク評価を行うために有害性の評価とばく露
の評価が必要で、有害性評価をするためには、そのための作用・影響評価をしな
ければいかず、そのためにはまず試験法を開発しなければいけないということ
で、この試験法の開発から作用・影響評価の実施、この流れをとにかく加速化さ
せて有害性評価をできるようにしようというところがEXTEND2010の大きな目
標でございました。
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作用・影響評価の考え方としては、こちらも先ほど申し上げましたとおり、基本
的には水生生物を中心にする。そして、実際評価を行っている影響については、
生殖に及ぼす影響、エストロゲン様作用とか、アンドロゲン様作用、アンチエス
トロゲン、アンチアンドロゲン、または発達に及ぼす影響として甲状腺ホルモン
関係、成長に及ぼす影響として幼若ホルモン関係を対象としております。

検討対象物質は、環境リスクが懸念される物質を効率的に抽出することを目的と
はしているのですが、現状とりあえず、先ほどのアメリカのように何かプライオ
リティを付けるための大がかりなプログラムがあるというわけではなく、国内の
環境調査で検出された物質を母集団として検討しております。そこから既存知見
を探し出して、既存知見があるものを抽出しているというのが現状でございま
す。

そして、このプログラム自体は２段階の有害性評価の枠組みを構築しておりまし
て、まず簡易的なものとして試験管内試験を実施して、その結果を踏まえて生物
試験を実施するという体制になっております。
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こちらが先ほどもご説明した影響の中の一つ、生殖に及ぼす影響の評価の枠組み
の流れでございます。

まず化学物質の内分泌かく乱作用に関する試験対象となり得る物質を探し出しま
して、そこから知見を整理し、第1段階として試験管内試験、生物試験をして、

評価をする。その上で第２段階で有害性の確認として、より長期間の生物試験を
やって最終的な判断をするというのが大きな流れでございます。

現在のところ、第1段階の試験管内試験については、完成している試験がござい

ますし、生物試験についても実際に動いている試験がございますので、試験が進
んでおります。

一方で、第２段階の生物試験につきましては、現在開発中となっておりまして、
これはちょうど昨年の９月にアメリカと共同でメダカの試験、こちらには「メダ
カ多世代試験」と書いてありますが、現在は「メダカ拡張一世代繁殖試験」とい
う名称になっておりますが、そちらを開発し、OECDへ提出しています。これが

出来上がりますと、ようやくこの経路が下まで出来上がるということで、この第
2段階生物試験ができる環境になってきたら、第１段階評価、第2段階生物試験

を経て、最終的な評価ができる物質が出てくることになるという状況になってお
ります。
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EXTEND2010における評価がこれまでどのように進展しているのかということ
でございますが、当初EXTEND2010を設定したときは、５年間で100物質程度を
目途に検討対象物質を選定するとなっておりました。

現在までのところ114物質を選定しておりますので、この目標はクリアしている
という状況になります。そこから既存知見を踏まえて51物質を今後検討してい
く物質として位置付けまして、現在、35物質について引き続き既存知見を調べ
て信頼性評価を実施しているという状況です。

試験管内試験につきましては、昨年の９月末時点で35物質を対象として実施い
たしまして、陽性であったものは、18物質となっております。
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続きまして、第１段階の生物試験の実施状況でございます。実は昨年度は、国が
やっていることの悪いところでもあるのですが、予算の都合上またスケジュール
の都合上、試験を実施した物質はございません。そのため、昨年と報告物質数は
同じ６物質でございます。うち、エストロンと4-tert-ペンチルフェノールについ

ては、エストロゲン作用を持つことを確認しておりまして、今後その評価を検討
するという形になります。

試験法の開発は、現在、第１段階生物試験の中でも、エストロゲン、抗エストロ
ゲン、アンドロゲン作用以外の部分については、まだ完成していない試験がござ
いますので、そちらの開発を進めておりますとともに、第２段階生物試験はまだ
一つも最終的なものが出来上がっておりませんので、メダカ拡張一世代繁殖試験
と、もう一つ両生類の試験をアメリカと共同でOECDに提出しているおり、こち
らの早期完成を目指しているところでございます。
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続きまして、EXTEND2010における研究事業を御説明いたします。

EXTEND2010では、野生生物の生物学的知見研究と基盤的研究というものを主
軸に置いて研究事業を行っております。

野生生物の生物学的知見研究は、実際の野生生物に対して、どのような異変があ
るのかということを、化学物質との関連性を踏まえて研究しているというもので
ございます。

基盤的研究については、試験法の開発に資することなども視野に入れながら、細
胞・分子レベルでの研究していただいているという状況でございます。
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この研究課題の選定や評価の方法でございますが、基本的には研究分野を示した
上で公募し、研究課題を選定しております。公募した課題につきましては、専門
家の会議において検討し、まずはフィージビリティースタディーとして採用の可
否を決定しております。

その際には、フィージビリティースタディーは原則として１年間実施いたしまし
て、１年後の結果をもとに、本課題として採用するかどうかを改めてこちらの検
討部会で検討いたします。その結果、本課題として採用された場合は、フィージ
ビリティースタディーの期間を含めて概ね３～５年間程度研究を実施していただ
くという形になっております。

なお、本課題になってからも、毎年本会議によって評価を実施して、研究の継続
または金額の検討などを行っているという状況でございます。
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平成26年度の実施課題は、現在、EXTEND2010の見直しを検討する時期に差し

かかっていることもあり、新たなフィージビリティースタディーはありません。
現在そういうことで６課題を実施させていただいております。

本日は、その６課題の中で、まず私の後には井口先生に試験法の開発に関して御
講演をいただくことになっておりますし、もう一つ、柏木先生に、昨年度で終了
した課題の「ツメガエル変態アッセイを用いた甲状腺ホルモンかく乱物質のスク
リーニングシステム開発」という研究課題に関連した御講演をいただくことに
なっておりますので、どうぞお聞きいただければと思います。
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最後に、日英・日米、国際協力事業に関して御説明させていただきます。

日英の共同研究は、平成11年３月に開催されたＧ８の環境大臣会合により開始し
ております。当初は５年間として開始いたしましたが、平成16年に５年間延長
させていただくことになりまして、また平成20年にはさらに５年間ということ
で、現在第３期の研究を行っております。

こちらは毎年、日本と英国と交互にワークショップを開催しておりまして、本年
は、昨年11月27日と28日にワークショップを開催させていただきました。ちょ
うど平成20年から５年が経ちまして、今後第４期を行うかどうかということを

話し合いましたところ、イギリス側とも方向性を確認いたしまして、今後、第４
期の延長に向けた手続を行っていくという形になっております。

また、日米の二国間協力は、平成16年１月の日米合同企画調整委員会で合意さ
れまして、その後、一緒にワークショップ等を開いております。

現在の成果といたしましては、何度も御紹介しておりますが、新たな試験法につ
いて、ちょうどOECDに提出しておりまして、こちらについて成立に向けて共同
で作業させていただいているところでございます。
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私からの報告は以上になります。

続いて各御講演をお聞きいただければと思います。
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